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②
半
額
免
除
の
場
合

　

保
険
料
の
半
額
免
除
と
い
う
の

は
、
毎
月
保
険
料
の
半
額
が
免
除

さ
れ
る
も
の
で
す
が
、
残
り
の
半

額
の
保
険
料
は
必
ず
納
め
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

平
成
27
年
度
で
は
、
半
額
免
除

を
受
け
る
と
月
額
７
，
８
０
０

円
が
免
除
さ
れ
、
残
り
の
７
，

７
９
０
円
は
納
付
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
こ
の
７
，
７
９
０
円

の
保
険
料
を
毎
月
納
付
し
な
い
と

半
額
免
除
が
承
認
さ
れ
て
も
、
保

険
料
未
納
期
間
と
し
て
扱
わ
れ
て

し
ま
い
ま
す
。

③
４
分
の
１
免
除
の
場
合

　

４
分
の
１
免
除
と
い
う
の
は
、

毎
月
の
保
険
料
の
４
分
の
１
が
免

除
さ
れ
る
も
の
で
す
が
、
残
り
の

４
分
の
３
の
保
険
料
は
必
ず
納
め

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

平
成
27
年
度
で
は
、
４
分
の

１
免
除
を
受
け
る
と
月
額
３
，

９
０
０
円
が
免
除
さ
れ
、
残
り
の

１
１
，
６
９
０
円
は
納
付
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
１
１
，

６
９
０
円
の
保
険
料
を
毎
月
納
付

し
な
い
と
４
分
の
１
免
除
が
承
認

さ
れ
て
も
、
保
険
料
未
納
期
間
と

し
て
扱
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

【 

保
険
料
の
納
期
限
】

　

国
民
年
金
の
保
険
料
に
は
納
期

限
が
あ
り
ま
す
。
毎
月
の
保
険
料

は
、
翌
月
末
日
ま
で
に
納
付
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、
２
年
を
経
過
す
る
と

時
効
に
よ
っ
て
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す

（
※
後
納
制
度
を
利
用
す
れ
ば
10
年

間
遡
っ
て
納
め
る
こ
と
は
で
き
ま

す
が
、
そ
の
場
合
、
免
除
さ
れ
た

額
で
は
な
く
、
全
額
納
付
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
）。

　

保
険
料
の
一
部
免
除
を
受
け
た

場
合
で
も
、
残
り
の
免
除
さ
れ
て

い
な
い
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
こ

の
納
期
限
ま
で
に
納
め
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
の
更
新

保
健
医
療
課　

☎
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後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
（
減
額

認
定
証
）
を
お
持
ち
の
方
は
、
毎

年
8
月
に
、
世
帯
の
課
税
状
況
に

よ
り
認
定
区
分
が
決
定
さ
れ
ま
す
。

　

該
当
す
る
方
に
は
、
新
し
い
減

額
認
定
証
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

【
郵
送
時
期
と
郵
送
方
法
】

　

平
成
27
年
７
月
22
日
以
降
に
広

島
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

か
ら
送
付
さ
れ
る
保
険
証
に
、
新

し
い
減
額
認
定
証
が
同
封
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

※
現
在
、
減
額
認
定
証
を
お
持

ち
の
方
で
あ
っ
て
も
、
平
成
27

年
度
の
市
民
税
課
税
世
帯
の
方

は
、
新
し
い
減
額
認
定
証
は
交

付
さ
れ
ま
せ
ん
。

【
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
（
減
額
認
定
証
）
と

は
？
】

　

医
療
機
関
等
を
受
診
さ
れ
る

際
、
減
額
認
定
証
を
窓
口
で
提
示

す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
費
の
１

か
月
あ
た
り
の
自
己
負
担
額
や
、

入
院
時
の
食
事
代
が
減
額
さ
れ
ま

す
。

（
下
表
‐
①
を
参
照
）

　

対
象
と
な
る
の
は
、
市
民
税
非

課
税
世
帯
の
方
で
す
。
減
額
認
定

証
が
必
要
な
方
は
、
保
険
証
・
印

鑑
を
持
参
の
上
、
市
役
所
（
保
健

医
療
課
又
は
各
支
所
窓
口
係
）
で

申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
減
額

認
定
証
は
、
申
請
し
た
月
の
初
日

か
ら
適
用
と
な
り
ま
す
。

【
応
募
方
法
】

Ｈ
ｐ
か
ら

　
「
こ
こ
ろ
の
旅
」
で
検
索

Ｆ
Ａ
Ｘ
で

０
３
‐
３
４
６
５
‐
１
３
２
７

は
が
き
・
封
書
で

　

〒
１
５
０
‐
８
０
０
１

　
　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
こ
こ
ろ
旅
」
係
へ

【
締
切
】　

9
月
7
日
必
着

引
揚
者
の
方
々
か
ら
お
預
か

り
し
た

通
貨
、
証
券
類
の
返
還

広
島
税
関
支
署

☎
０
８
２
‐
５
０
５
‐
６
９
２
１

【
返
還
の
対
象
】

①
終
戦
後
外
地
（
海
外
）
か
ら
引

き
揚
げ
て
こ
ら
れ
た
方
が
、
上

陸
後
に
税
関
ま
た
は
、
海
運
局

に
預
け
ら
れ
た
通
貨
、
証
券
類

（
※
）
な
ど

②
外
地
の
引
揚
集
結
地
に
お
い

て
、
総
領
事
館
な
ど
に
預
け
ら

れ
た
も
の
の
う
ち
、
日
本
に
送

還
さ
れ
た
通
貨
、
証
券
類
な
ど

※
通
貨
と
は
、
旧
日
本
銀
行
券
、

中
華
民
国
紙
幣
、
満
州
中
央
銀
行

券
、
旧
ソ
連
紙
幣

証
券
類
と
は
、
日
本
国
債
（
大
東

和
戦
争
特
別
国
庫
債
券
、
割
増
金

付
勧
業
債
券
、
復
興
貯
蓄
債
券
、

そ
の
他
の
債
権
）、
預
貯
金
証
書

通
帳
、
生
命
保
険
証
書

【
請
求
手
続
き
】

①
税
関
・
海
運
局
、
ま
た
は
総
領

事
館
が
発
行
し
た
保
管
証
や
預

か
り
証
が
必
要
で
す
が
例
外
も

あ
り
ま
す
。

②
ご
家
族
の
方
の
返
還
請
求
も
可

能
で
す
。
お
心
当
た
り
の
方
は

最
寄
り
の
税
関
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

宝
く
じ
の
助
成
金
で

備
品
を
整
備

政
策
企
画
課　

☎
42
‐
５
６
１
２

　

平
成
27
年
度
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

助
成
事
業
（
一
般
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

助
成
事
業
）
を
活
用
し
て
、
備
品

を
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

は
一
般
財
団
法
人
自
治
総
合
セ
ン

タ
ー
が
宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報

事
業
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
に
必
要
な
施
設
や
備
品
を
整
備

す
る
た
め
に
助
成
し
て
い
る
も
の

で
す
。

「
丹
比
地
区
振
興
会
」

整
備
内
容
（
製
餅
機
、
折
り
た
た
み

テ
ー
ブ
ル
、
か
き
氷
機
、
ポ
ン
菓
子

機
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
コ
ン
ロ
、
ガ

ス
釜
、
炊
飯
ジ
ャ
ー
、
ウ
ォ
ー
タ
ー

ク
ー
ラ
ー
、
発
電
機
、
わ
た
菓
子
機
）

平
成
27
年
国
勢
調
査
を

実
施
し
ま
す

総
務
課　

☎
42
‐
５
６
１
１

　

平
成
27
年
10
月
1
日
現
在
、
日

本
に
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
及

び
世
帯
を
対
象
と
し
て
国
勢
調
査

が
実
施
さ
れ
ま
す
。

●
今
回
の
調
査
か
ら
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
簡

単
に
回
答
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
期
間

　
　

9
月
10
日
～
20
日

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
以
外
の
方
に

は
紙
の
調
査
票
を
配
布
し
ま
す
。

調
査
票
で
の
回
答　
　

10
月
1
日
～
7
日

総
務
省
統
計
局
Ｈ
Ｐ

 http://kokusei2015.stat.go.jp

一
部
免
除
を
受
け
た
と
き
は

残
り
の
保
険
料
の
納
付
を

忘
れ
ず
に

三
次
年
金
事
務
所

☎
０
８
２
４
‐
６
２
‐
３
１
０
７

【
保
険
料
の
一
部
免
除
と
は
】

　

国
民
年
金
の
保
険
料
に
は
、
本

人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
の
前
年
の

所
得
（
１
月
か
ら
６
月
ま
で
に
申

請
す
る
場
合
は
前
々
年
の
所
得
）

が
基
準
以
下
の
場
合
に
は
、
申
請

し
て
承
認
さ
れ
る
と
納
付
が
免
除

さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

場
合
免
除
さ
れ
る
保
険
料
額
に
は
、

全
額
、
４
分
の
３
、
半
額
、
４
分

の
１
の
４
段
階
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、
４
分
の
３
免
除
、

半
額
免
除
、
４
分
の
１
免
除
は
、

納
付
す
べ
き
保
険
料
の
一
部
が
免

除
さ
れ
る
こ
と
か
ら
一
部
免
除
と

い
い
ま
す
。
こ
の
一
部
免
除
を
受

け
た
保
険
料
の
残
り
の
保
険
料
、

つ
ま
り
免
除
を
受
け
て
い
な
い
保

険
料
は
、
必
ず
納
め
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
こ
の
保
険
料
の
納
付

を
怠
る
と
免
除
が
承
認
さ
れ
て
も

保
険
料
未
納
期
間
と
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。

①
４
分
の
３
免
除
の
場
合

　

保
険
料
の
４
分
の
３
免
除
と
い

う
の
は
、
毎
月
の
保
険
料
の
４
分

の
３
が
免
除
さ
れ
る
も
の
で
す
が
、

残
り
の
４
分
の
１
の
保
険
料
は
必

ず
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

平
成
27
年
度
の
場
合
で
は
、
４

分
の
３
免
除
を
受
け
る
と
月
額

１
１
，
６
９
０
円
が
免
除
さ
れ
、

残
り
の
３
，
９
０
０
円
を
納
付
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
３
，

９
０
０
円
の
保
険
料
を
毎
月
納
付

し
な
い
と
４
分
の
３
免
除
が
承
認

さ
れ
て
も
、
保
険
料
未
納
期
間
と

し
て
扱
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

福
　
祉

そ
う

年
　
金

表－①　自己負担限度額（月額）及び入院時食事代（１食あたり）

所得区分
外来 + 入院

（世帯単位）
入院時食事代外来

（個人単位）

市民税
課税世帯

現役並み
所得者 44,400 円

80,100 円
●医療費が 267,000 円を超えた
場合はその超過額の 1％を加算 260 円

一般 12,000円 44,400 円

市民税
非課税世帯

低所得者Ⅱ

8,000 円

24,600 円
※ 90 日まで 210 円
※ 90 日を超えると

160 円

低所得者Ⅰ 15,000 円 100 円

※入院時食事代の 90 日判定は、過去 12 か月の入院期間（低所得者Ⅱの適

用を受けた期間に限ります）で判定され、申請が必要です。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

被
保
険
者
証
（
保
険
証
）

の
定
期
更
新

保
健
医
療
課　

☎
42
‐
５
６
１
９

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

は
、
毎
年
、
８
月
１
日
か
ら
新
し
い

保
険
証
に
変
わ
り
ま
す
。
新
し
い
保

険
証
は
水
色
で
す
。

　

８
月
１
日
以
降
に
病
院
等
に
行
く

と
き
は
、
必
ず
新
し
い
保
険
証
を
提

示
し
て
く
だ
さ
い
。
有
効
期
間
が
過

ぎ
た
古
い
保
険
証
は
使
え
ま
せ
ん
。

　

８
月
に
入
っ
て
も
保
険
証
が
届
か

な
い
場
合
は
、
市
役
所
保
健
医
療
課

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
保
険
証
の
送
付
時
期
】

　

平
成
27
年
７
月
22
日
以
降
に
広
島

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら

普
通
郵
便
で
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
知
ら
せ

2627


